
令和7年度末における

屋外広告物申請・屋外広告業登録申請と
手数料納付期限のお知らせ

・3月は窓口が大変混み合います。
・日程に余裕を持ってご申請くださいますようお願いいたします。

① 3月末までに許可証発行を希望する場合

【申請受付期限】

3月6日(金)
までの提出

▶

【手数料納付期限】

3月23日(月)
までの納付確認

※上記期限までに納付された分は、3月末日までに許可証を発行予定です。

② 3月9日(月)以降に申請受付した場合

納入通知書の発行および許可証の発行は

4月1日(水) 以降 となります。

【継続（更新）申請について】
3月に許可期限が切れるものについては、書類等に不備がなければ柔軟に対応いたします。窓口にて
ご相談ください。

※詳細は景観係の窓口職員へお尋ねください。 奈良市都市整備部都市計画課景観係


